
資料１調査方法等の見直しについて（まとめ）

1-1 問題状況に対応して何を見直す必要があるか

（問題状況） （要 因） （検討課題）

世帯とのトラブル

世帯と会えない

（調査員と会えない）

協力が得られない

調査員確保の困難
〇 自治会等地域基盤の弱体化に起因

〇 調査員規模に起因

〇 調査業務の大変さに起因

〇 提出方法に起因（調査員への不信）

〇 調査への無理解等に起因

〇 調査方法に起因

〇 調査員の資質に起因

〇 調査方法に起因

〇 生活や居住形態の変化に起因

調査票の詐取等
〇 調査方法に起因

〇 調査員の身分証明に起因

1-4 オートロックマンションの調査対策

1-2 調査票配布・回収方法の見直し

調査員の資質向上

調査員への信頼確保

調査への国民の理解の促進

調査員規模の見直し

調査員確保対策の見直し

調査員業務の効率化・負担軽減

1-3 調査員確保や業務の見直し

調査員の身分証明の強化
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1-2 調査票配布・回収方法をどう見直すか

主な意見 〇調査員調査に依存という型から脱皮せざるをえないだろうというのが今後の検討課題ではないか。

〇郵送の方式を主体に置いた調査方法に切り替え、補完という意味で調査員調査を併用していくことが考えられる。

〇調査員が世帯を訪問することは不可欠。その際、回収方法を確認することが適当ではないか。

〇調査方法の内容については、行政情報の利用をもう少し正面から考えていいのではないか。

１） 配布方法

（問題点） （代替的方法） （対応策）

〇回収方法Ⅰは、郵送等による
提出状況の情報をリアルタイ
ムで調査員に伝達する仕組み
が必要

〇回収方法Ⅱは、公表の遅れ
につながる可能性

〇回収方法Ⅲの留意点

・地域等で、不公平という声が
出る可能性

・一方、コミュニティ業務として、
従来の方法がうまくいっている
地域もあることに留意が必要

〇少数化する場合、調査員の
資質の確保を伴うことが前提

２） 回収方法

A 郵送配布

B 郵便受けへの配布

ア 郵送回収

イ インターネット提出

ウ 役場への持参

エ 回収場所の設置

調査対象の正確な把
握のためには、調査
員の訪問が必要

①調査員が訪問して配布するが、訪
問回数を制限し、会えない場合は
郵便受けに配布

②世帯の居住を確認して世帯名簿
を作成。ただし、世帯員数の聴取
は行わない

③訪問時に回収方法を確認

回収率を高めるため
には、調査員回収と
の組み合わせが必要

Ⅰ 調査員回収を原則とし、代替的な
方式を選択可能として申告方法を
多様化する

Ⅱ 郵送回収・インターネットを原則と
して、提出のない世帯を調査員が
フォローアップ調査する

Ⅲ 地域等によって方法を変える
（基準：①都市地域かどうか、②共
同住宅かどうか、③地域の選択等）

①世帯と面会できな
い

②世帯とのトラブル
の発生（特に、世
帯員数の聴取に
ついて）

①世帯と面会できな
い、連絡が取れな
い。（世帯の側では、
調査票を渡したくて
も渡せない）

②世帯とのトラブル
の発生

③（調査員への不信
等のため）協力が
得られない

（課 題）

（対応策の選択肢）（問題点） （代替的方法）

２

〇面接時に世帯員数の聴取を行
わないと、調査票から入力が必
要。このため公表の遅れにつな
がる可能性

（課 題）



３） 行政情報の利用

住民基本台帳等の情報の調査への利用可能性について

集計段階調査準備段階 調査票配布段階 検査・審査段階

ア 現状
（調査員） （市町村）

世帯名簿の審査

調査票の審査

要計表の入力男女別員数を世帯
から聴取して名簿に
記入

世帯名簿の準備

（世帯番号等の
記入）

世帯名簿の点検
調査票の検査

（指導員）

住民基本台帳との照合による
確認（必要に応じて実施）

イ 一層の活用方策案

（国・県・市町村）

世帯名簿をプレ
プリント

世帯を訪問し、プ
レプリントされた
世帯名簿を更新

（調査員）

世帯名簿の点検
調査票の検査

（指導員）

世帯名簿の審査

調査票の男女別人員

調査票の審査

要計表の入力

（市町村）

住民基本台帳等の情報

・住所

・世帯主氏名

住民基本台帳等の情報

・男女別人員 確認

・年齢

行政情報所管官庁の了解、
法令上の根拠の明確化等
が必要
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1-3 調査員の確保や業務についてどう見直すか

主な意見 〇日本の国勢調査員は海外に比較すると多いので、より効率的で実態に即した調査方法・運用を考えるべき。

〇大量の調査員を活用する場合には、能力ある人ばかりを選考することは困難なので、住民とのトラブルなどにつながる。

〇調査員が少なくなればトラブルは減少するが、時間的制約の問題が出てくるので、公表面で柔軟な対応が取れないか。

〇自治会などを通じた調査員の確保が難しくなっているのなら、民間にアウトソースすることも検討すべき。

〇民間活用は検討すべきだが、最終的に行政が責任を持って調査を行うという姿勢は必要。

１）調査員確保対策

ア 調査員規模の縮小

イ 業務負担の軽減

ウ 採用方法の工夫

〇調査方法の見直しによる縮小

①公募方法の見直し（報酬の増額や年
齢要件の緩和等）

②調査実施の民間委託（マンション管理
会社への委託や派遣社員の活用等）

〇行政情報、ITの活用による効率化等（次項）

（回収方法） （調査員規模）

Ⅰ 回収方法多様化・・ 約６５万人*
方式

Ⅱ 調査員フォロー・・ 約２５万人*
アップ調査方式

Ⅲ 使い分け方式・・・ 約５０万人*

（注）＊は一定の仮定によるラフな計算（第３回資料参照）

２）業務の効率化・負担軽減方策

ア IT化や行政情報
の利用

イ 業務のアウトソー
シング

ウ 調査実施環境の
整備

① 調査区要図の下書きのプレプリント化

② 行政情報等による世帯名簿のプレプリント化

① 調査員説明会の充実・調査員の資質向上

② 調査員の信用力（身分証明等）の強化

③ オートロック・マンション対策の強化

④ 調査への国民の理解の促進

① 調査実施の民間委託（マンション管理会社等）

② コールセンターの活用（世帯との連絡方法の改善）

（課 題）

ア IT化や行政情報の利用

〇技術的課題

〇行政情報利用の法的根拠

イ 業務のアウトソーシング

〇法制の見直し

〇調査への信頼確保

〇調査コストへの影響

ウ 調査実施環境の整備 （後出）
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1-4 オートロック・マンションの調査方法をどう改善するか

１) オートロック・マンション固有の問題と従来の対応策

（世帯調査時の問題）

〇訪問時間と在宅時間が不一致

〇呼び出しても応答がない

〇調査に多大な労力を要する

（聞き取り調査時の問題）

〇近隣世帯のことを知らない

〇管理人の協力が得られない

〇管理会社の協力が得られない

（従来の対応策）

一方、精度確保の観点から

①調査員調査は廃止できない

Ⅰ 調査方法多様化

Ⅱ 調査員によるフォローアップ

Ⅲ 一部地域等で従来方式

②聞き取り調査は必要

（従来の方法の限界）

①管理人に対する協力依頼の実施

・管理人の調査員選任

・調査への協力依頼

②マンション管理会社への協力依頼

（国・地方公共団体から依頼）

③マンション管理組合への協力依頼

（マンション管理センターを通じて
国から依頼）

①管理会社は管理人が管理業務の傍
ら調査員になることに否定的

②中小会社まで協力依頼が行き届か
ない

③個人情報保護を理由に協力を拒否

・個人情報保護法の誤解

・法律上問題ないことを理解しても、
住民からの苦情を懸念し協力しない

④マンション管理センター （管理組合
の連絡会的組織）を通じた依頼の効
果は限定的

〇調査票配布・回収における調査員の負担は大幅に軽減

〇世帯と調査員のトラブルは減少

調査方法の見直し

①訪問回数を制限した調査票配布

②郵送提出等の回収方法の導入
① 協力依頼の一層の組織的かつ強力な実施

② マンション管理会社や管理人の新たな協力確保対策の可能性

ア マンション管理会社等との協力体制の構築

（調査の円滑な実施に向け、調査企画段階から協力を得るなど）

イ マンション管理会社への調査実施の委託

ウ 統計法第１３条の実地調査（資料の提供要請等）の活用

エ 新たな協力義務の創設 →国民の理解が得られるか疑問

③ 市町村から管理組合への協力依頼の徹底（時間をかける必要）

（課題）

2) 今後の方向性
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1-5 調査実施体制や精度の確保をどうするか

１）指導員業務の見直し （問題点） （対応策）

〇指導員の8割を市町村職員が兼
務している実態

・地方公務員法との関係から、世
帯照会などの業務を勤務時間
外に行う必要

〇指導員事務を適正に行うには民
間人では困難

・調査員指導は調査員以上の資
質が必要

〇指導員の業務

①調査員の指導業務

②調査票の検査業務

〇市町村の業務

①調査員・指導員の指導監督

②調査票等の審査

③要計表の入力

①指導員の民間からの登用の増加

・研修の充実による能力向上が必要

②市町村業務と指導員等の業務のあり方
の見直し

・市町村職員が直接指導員業務や調査
員業務を行うことができるような法整備等

③市町村の業務負担の軽減

・コールセンター導入等による、市町村業
務の効率化

２）調査精度確保のための体制整備

① 市町村における審査業務が増加

→審査体制の充実が必要

② 記入不備については、電話照会が必須

→市町村から、世帯に電話照会を円滑
に行うことのできる工夫が必要

（世帯照会番号の導入等）

新たな調査方法の導入

：郵送回収等では、調査員が検査できないので、全封入提出と同じ

３）公表の遅れがもたらす影響の検討

① 衆議院小選挙区の画定

国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から１年以
内に選挙区確定審議会が勧告 → 審議会の検討期間との関連

② 地方交付税の算定

毎年の基準財政需要額を算定するために国勢調査結果を使用

→交付税の積算スケジュールとの関連

③ その他、学界や民間のニーズを含め、公表を遅らせた場合の影響を
慎重に検討することが必要

（参考）衆議院選挙区画定審議会設置法第４条

第２条の規定による勧告は、国勢調査（統計法
第４条第２項本文の規定により１０年ごとに行わ
れる国勢調査に限る。）の結果による人口が最初
に官報で公示された日から１年以内に行うものと
する。
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(参考) 

国勢調査の実施に関する有識者懇談会（第３回

 

  事    項       主   な   意   見 

 

１ 調査方法について 

 

〇調査方法を多様化するのは必然の流れ。試験調査

〇今後、調査の実施に当たっては、国民の視点に立

イバシー意識の高まりを踏まえた上でどう対応す

○単身世帯や共働きの増加など、生活様式が多様化

につながっていると思う。 

○ＩＴの多様化をどう見ていくかも、今後の検討に

 

２ 調査員調査について 

〇調査員を少なくすれば、質の高い調査員を集めや

る。公表については、より柔軟な対応がとれない

〇自治体の意見に、人材派遣会社から教育された人

用できるようするなど考えてはどうか。 

〇現状では調査員の選任を自治会に頼っているが、

けがあいまいなまま、協力を依頼するのは問題。

○調査員については、質と量の問題だけでなく、コ

 

３ 国民の理解の確保について 

〇調査をする側、される側、利用する側の三分法で

民を支配しているということではないのだから、

と考えたい。 

○郵送提出のメリットには、プライバシー保護の面

だが、事務局作成の資料にはそういった観点が少

○調査票の回収の部分について民間活力を活用する

府県、市町村という行政が責任を持って調査をす

と、国民から見て、不安と不満が解消できない。

ーに関する不安、不満を解消した形で協力できる

 

 ４ 法的整理について 

○マンション管理会社などが保持する居住者名簿等

るので、「この場合には提供します」というよう

と思う。 

〇今後はマンション対応が大きな課題となる。管理
）意見の整理 

でしっかり実地検証をしながら、進めていくことが必要。 

ったアプローチをどうしても取り入れざるを得ない。プラ

るかが課題。 

し、人が家にいないことが多くなっており、それが諸問題

は必要。 

すくなるが、日数はかかり、時間的な制約の問題が出てく

か。 

材を調査員として起用したいとあったが、法令改正して利

調査員をめぐるトラブルが発生する中、その法的な位置付

調査全体のシステムをもう少し考える必要がある。 

スト面からも考えなくてはならない。 

考えるのではなく、今は民主主義社会で、政府がお上で国

むしろ市民の要望に応えて統計に基づく行政を行っている

から、国民の不安と不満の解消というのがあって然るべき

し欠けている。 

のはいいと思うが、やはり国勢調査については、国、都道

るという基本的ポリシーは最後まで残すべき。そうでない

５年後、10年後を見ながら、国民が安心して、プライバシ

ような仕組みと運営に持っていかなくてはならない。 

の閲覧など、個人情報の第三者提供については、異論があ

なことを明確にして、あらかじめ同意を得ておくのがよい

組合などから協力を得られるよう、何らかの法的整備をし
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てはどうか。 

○ 管理会社等の協力を義務づけるのは止めた方が

ことにより、住民とのトラブルが起こるというこ

〇法令という命令があって、申告する義務が生じる

が配布されて、初めて命令が伝わったということ

配布する場合や、インターネットで回答するよう

そこをしっかりしないと、法的には齟齬を生じる

 

  

 

よい。管理会社としては、居住者情報を調査員に提供する

とを一番恐れているので、そこを考慮しなければならない。 

。非常勤の国家公務員である調査員を通じ、世帯に調査票

になるが、調査員が世帯と面会せずに調査票を郵便受けに

になった場合、何をもって命令が伝わったとみなすのか。

恐れがあるように思う。 
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